
議案第８ ２そ

ひた ちな か市嵬築ミ準条Ｍ の一部を 改ｊＥす る条例制 定について

ひた ちな か市建築基準条例の一部を 改ｉＥす る条例を別紙のと おり 制定する。

令和 ４年　 ９大ｊ　 １日　 提出

令和　 年　　 １　　 日　 議決

ひた ちな か市長　 大　谷 明



ひた ちな か市条例第　　号

ひた ちな か市 建築 ま準 条例 の一 部を 改ｍ する 条例

ひた ちな か市嵬築 ＪＩ 準条例（キ成 １２ 年条例第 １９ １） の一部を次の よう に改ｉＥ

する。

第５ ８条 中「 第８ ５条 第５ 項ａ び第 ６項 」を 「第 ８５ 条第 ６項 八び 第７ 項」 に，

「第 ８７ 条の ３第 ５項 」を 「第 ８７ 条の ３第 ６ＪミＲ 」に ，［ 回条 第６ Ｊミｒｌ ］を 「同 条第７

項」 に改 める。

付　則

この 条例 は， ぬ布 の日 から 施行 する。
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参考資料

ひた ちな か市建築基準条例 新｜日対照表

旧 新 備考

（仮設建築物等に対す る制限の緩和）

第５ ８条　法第 ８５ 条第 ５項八び第６ 項に規定する仮設興行場等，法第８ ７条

の３ 第５ ㈲こ規定するＳ行場等並びに阻東京万庶に規ｔする特ＳＩＪＲ行葹等に

ついて市長が安全上支障がない と認めて夸濕する場合においては， この条例

の規定は，適用し ない。

（仮鼈建築物等に 対す る制 ほの緩和）

第５ ８条　伍第 ８５ 条第 ６項八び重工狙に規定するＷａＳ行場等，四丿口圭

の３ 第６ 項に規定する 興行場等並びに回条第 ７項 に規定す る特別興行場等に

ついて市長が安全上支障がない と認めて許ｊｌする場合においては，こ の条例

の規定は，適万１ しな い。


